
　　建築指導課関係　申請手数料一覧表
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

審査適合証 審査適合証

有 無

２戸以上 ４戸以内 １０,６００円 ６５,７００円

５戸以上 １５戸以内 ２２,６００円 １０９,０００円

１６戸以上 ４５戸以内 ５０,２００円 １８５,０００円

４６戸以上 ８９,９００円 ２６４,０００円

0㎡～ 300㎡以内 １０,４００円 ６５,５００円

300㎡超～ 2,000㎡以内 ２２,４００円 １０９,０００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ５０,１００円 １８５,０００円

5,000㎡超～ ８９,７００円 ２６４,０００円

２戸以上 ４戸以内 １０,６００円 ３１,４００円

５戸以上 １５戸以内 ２２,６００円 ５４,２００円

１６戸以上 ４５戸以内 ５０,２００円 ９７,３００円

４６戸以上 ８９,９００円 １４６,０００円

0㎡～ 300㎡以内 １０,４００円 ３１,２００円

300㎡超～ 2,000㎡以内 ２２,４００円 ５４,０００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ５０,１００円 ９７,１００円

5,000㎡超～ ８９,７００円 １４６,０００円

0㎡～ 300㎡以内 １０,２００円 ２１３,０００円

300㎡超～ 1,000㎡以内 １８,３００円 ２９２,０００円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 ２９,３００円 ３７３,０００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ８７,８００円 ５２５,０００円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 １３８,０００円 ６４２,０００円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 １７５,０００円 ７５８,０００円

25,000㎡超～ ２１９,０００円 ８６２,０００円

0㎡～ 300㎡以内 １０,２００円 ８０,９００円

300㎡超～ 1,000㎡以内 １８,３００円 １１１,０００円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 ２９,３００円 １４４,０００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ８７,８００円 ２２７,０００円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 １３８,０００円 ２９４,０００円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 １７５,０００円 ３５２,０００円

25,000㎡超～ ２１９,０００円 ４１１,０００円

令和５年３月２４日施行

旭川市建築部建築指導課

標準
入力
法等

１戸　　 200㎡以内 ７,０１０円 ３３,８００円

１戸　　 200㎡超　 ７,０１０円 ３８,２００円

誘導
仕様
基準

１戸　　 200㎡以内 ７,０１０円 １７,１００円

１戸　　 200㎡超　 ７,０１０円 １８,５００円

(1)　
戸数

(2)住
戸部
分以
外の
部分

(1)　
戸数

(2)住
戸部
分以
外の
部分

５　複合建築物（住戸が１戸のみ）の全体の認
定を申請する場合　１及び４に規定する金額を
合計した金額

６　複合建築物（住戸が１戸のみを除く）の全
体の認定を申請する場合　２又は３及び４に規
定する金額を合計した金額

１　１戸建ての住宅又は複合建築物（住戸が１
戸のみ）を単位として認定を申請する場合

２　共同住宅等の用途に供する一の建築
物又は複合建築物（住戸が１戸のみを除
く）を単位として認定を申請する場合
（３に掲げる場合を除く。）
(1)及び(2)に定める金額を合計した金額
（住戸以外の部分を有さない建築物又は
建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令第14条第２項第2号に掲げる住宅
にあっては，(1)に定める金額）

標準
入力
法等

３　誘導仕様基準の評価をしている共同
住宅等の用途に供する一の建築物又は複
合建築物（住戸が１戸のみを除く）を単
位として認定を申請する場合
(1)及び(2)に定める金額を合計した金額
（住戸以外の部分を有さない建築物に
あっては，(1)に定める金額）

誘導
仕様
基準

４　住宅以外の用途に供する一の建築物を単位
として認定を申請する場合，床面積の合計の区
分に応じた金額

主要
室入
力法
等

モデ
ル建
物法



建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

工事の着手予定時期又は完了予定時期の変更のみの場合 １戸又は１棟につき ９４０円

審査適合証 審査適合証

有 無

２戸以上 ４戸以内 ９,３４０円 ３６,８００円

５戸以上 １５戸以内 １９,９００円 ６３,４００円

１６戸以上 ４５戸以内 ４４,４００円 １１２,０００円

４６戸以上 ７９,４００円 １６６,０００円

0㎡～ 300㎡以内 ９,２６０円 ３６,８００円

300㎡超～ 2,000㎡以内 １９,８００円 ６３,３００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ４４,３００円 １１２,０００円

5,000㎡超～ ７９,３００円 １６６,０００円

２戸以上 ４戸以内 ９,３４０円 １９,８００円

５戸以上 １５戸以内 １９,９００円 ３６,０００円

１６戸以上 ４５戸以内 ４４,４００円 ６８,５００円

４６戸以上 ７９,４００円 １０８,０００円

0㎡～ 300㎡以内 ９,２６０円 １９,７００円

300㎡超～ 2,000㎡以内 １９,８００円 ３５,９００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ４４,３００円 ６８,４００円

5,000㎡超～ ７９,３００円 １０８,０００円

0㎡～ 300㎡以内 ９,１６０円 １１０,０００円

300㎡超～ 1,000㎡以内 １６,３００円 １５３,０００円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 ２６,１００円 １９８,０００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ７８,４００円 ２９７,０００円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 １２４,０００円 ３７６,０００円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 １５６,０００円 ４４８,０００円

25,000㎡超～ １９５,０００円 ５１７,０００円

0㎡～ 300㎡以内 ９,１６０円 ４４,５００円

300㎡超～ 1,000㎡以内 １６,３００円 ６２,７００円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 ２６,１００円 ８３,７００円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 ７８,４００円 １４８,０００円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 １２４,０００円 ２０１,０００円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 １５６,０００円 ２４５,０００円

25,000㎡超～ １９５,０００円 ２９１,０００円

標準
入力
法等

１戸　　 200㎡以内 ５,５４０円 １８,９００円

１戸　　 200㎡超　 ５,５４０円 ２１,１００円

誘導
仕様
基準

１戸　　 200㎡以内 ５,５４０円 １０,６００円

１戸　　 200㎡超　 ５,５４０円 １１,３００円

(1)　
戸数

(2)住
戸部
分以
外の
部分

(1)　
戸数

(2)住
戸部
分以
外の
部分

５　複合建築物（住戸が１戸のみ）の全体の変
更の認定を申請する場合　１及び４に規定する
金額を合計した金額

６　複合建築物（住戸が１戸のみを除く）の全
体の変更の認定を申請する場合　２又は３及び
４に規定する金額を合計した金額

１　１戸建ての住宅又は複合建築物（住戸が１
戸のみ）を単位として変更の認定を申請する場
合

２　共同住宅等の用途に供する一の建築
物又は複合建築物（住戸が１戸のみを除
く）を単位として変更の認定を申請する
場合（３に掲げる場合を除く。）
(1)及び(2)に定める金額を合計した金額
（住戸以外の部分を有さない建築物又は
建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令第14条第２項第2号に掲げる住宅
にあっては，(1)に定める金額）

標準
入力
法等

３　誘導仕様基準の評価をしている共同
住宅等の用途に供する一の建築物又は複
合建築物（住戸が１戸のみを除く）を単
位として変更の認定を申請する場合
(1)及び(2)に定める金額を合計した金額
（住戸以外の部分を有さない建築物に
あっては，(1)に定める金額）

誘導
仕様
基準

４　住宅以外の用途に供する一の建築物を単位
として変更の認定を申請する場合，床面積の合
計の区分に応じた金額

主
要
室
入
力
法
等

モ
デ
ル
建
物
法


